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喫
煙
の
可
否

飲
食
店
掲
示

条
例
き
ょ
ユ

部
施
行
都
が
啓
発
活
動

都
の
受
動
喫
煙
防
止
条

例
が
９
月
１
日
に

一
部
施

行
さ
れ
、
飲
食
店
の
入
り

口
に

「禁
煙
か
、
喫
煙
で

き
る
場
所
が
あ
る
か
」
が

分
か
る
標
識
の
掲
示
が
義

務
化
さ
れ
る
。
前
日
の
３‐

日
に
は
都
が
啓
発
活
動
の

一
環
と
し
て
、
飲
食
店
の

協
力
を
得
て
、
標
識
の
ス

テ
ッ
カ
ー
が
張
り
出
さ
れ

る
様
子
を
報
道
関
係
者
に

公
開
し
た
。

都
条
例
が
来
年
４
月
に

全
面
施
行
さ
れ
る
と
、
従

業
員
を
雇

っ
て
い
る
飲
食

店
は
原
則
全
面
禁
煙
に
な

り
、
都
内
の
飲
食
店
の
８４

晰

（約
１３
万
軒
）
が
規
制

の
対
象
と
な
る
。

都
は
、
条
例
の

一
部
施

行
に
よ
り
９
月
開
幕
の
ラ

グ
ビ
ー

・
ワ
ー
ル
ボ
カ
ッ

プ
日
本
大
会
で
海
外
か
ら

訪
れ
る
人
た
ち
に
も
、
店

の
喫
煙
状
況
を
分
か
り
や

す
く
周
知
。
こ
の
機
に
飲

食
店
に
受
動
喫
煙
防
止

へ

の
意
識
を
高
め

て
も
ら

い
、
全
面
施
行
に
備
え
た

い
考
え
だ
。

３‐
日
は
、
中
央
区
日
本

橋
室
町
２
に
あ
る
日
本
酒

バ
ー

「八
海
山
　
千
年
こ

う
じ
や
」
で
、
従
業
員
が

レ
ジ
横
に
店
内
禁
煙
を
示

す
ス
テ
ッ
カ
ー
を
掲
示
し

た
。
尾
身
修
店
長
令
じ
は

「日
本
酒
が
邪
魔
さ
れ
な

い
よ
う
に
と
禁
煙
に
し
て

い
た
の
で
、
今
後
も
食
事

や
日
本
酒
の
邪
魔
に
な
ら

な
い
店
づ
く
り
を
し
て
い

き
た
い
」
と
話
し
た
９

近
く

に
あ

る
洋

食
店

「レ
ス
ト
ラ
ン
桂
」
で
入

り
口
に
ラ
ン
チ
時
間
帯
は

禁
煙
の
時
間
分
煙
を
示
す

ス
テ
ッ
カ
ー
を
貼

っ
た
店

主
の
手
塚
清
照
さ
ん
（
４２
〉

は

「人
口
が
増
え
フ
ァ
ミ

リ
ー
層
も
利
用
し
て
く
れ

て
い
る
が
、
た
ば
こ
を
吸

う
人
が
い
る
と
帰
る
人
も

い
る
。
表
示
が
あ
れ
ば
気

軽
に
ラ
ン
チ
に
来
て
も
ら

え
る
と
思
う
」
と
話
し
た
。

た
だ
、
条
例
周
知
の

一

翼
を
担
う
飲
食
店
組
合
に

入

っ
て
い
な
い
店
も
多
く

「条
例
の
内
容
が
正
し
く

伝
わ

っ
て
い
な
い
」

（飲

食
店
関
係
者
）
な
ど
の
指

摘
も
あ
る
た
め
、
都
は
ビ

ー
ル
会
社
な
ど
に
も
協
力

を
仰
ぎ
、
啓
発
チ
ラ
シ
の

配
布
を
し
て
い
る
。

受
動
喫
煙
防
止
条
例
の

一
部
施
行
に
よ
り
、
標
識

の
掲
示
義
務
化
ほ
か
、
幼

稚
園
や
保
育
所
、
小
中
高

校
の
敷
地
内
が
完
全
禁
煙

に
な
る
。

【内
田
幸

一
】

店頭に時間分煙を示すステ ッカー
を貼 つた洋食店 「レス トラン桂」
の店主=中央区日本橋室町 1で

「
9,9,-1東 京 新 聞読 売 新 聞 la 9._1

喫
煙
可
否
の
掲
示

飲
食
店
で
義
務
化

都
内
で
き
ょ
う
か
ら

一
日

撮
轟
鍮
輔
』
畷
曜
鰺
雑
歴

闘

基
づ
い
て
、
喫
煙

・
禁
煙
の
標

識

の

掲

示

が

義

務
づ

け

ら

れ

る
。
飲
食
店
が
並
ぶ
中
央
区

・

日
本
橋

で
は
８
月
３．
日
、
経
営

者
ら
が
店
頭
に

「
禁
煙
」
な
ど

と
記
さ
れ
た
ス
テ

ッ
カ
ー
を
貼

る
作
業
な
ど
に
あ
た

っ
た
。

受
動
喫
煙
対
策
を
め
ぐ

っ
て

は
、
改
正
健
康
増
進
法
が
来
年

４
月

に
全
面
施
行
さ
れ
、
飲

食

店
や
会
社
な
ど
は
原
則
、
屋
内

禁
煙
の
標
識
を
ヨ
不
し
た
飲
食
店

　

り
厳
し
く

規
制
す
る

条
例
を
制

（３．
日
、
塞
示
都
中
決
区
で
）
　

　

定
。
１
日
か
ら
は
標

識
の
掲
示

な
ど
の
規
制
が
始
ま

る
。

３‐
日
に
「
禁
煙
」
の
標
識
を
店

頭
に
置
い
た

日
本
橋

室
町
の
日

本
酒
バ
ー

「
八
海
山

　
千
年
こ

う
じ
や
」
店

主
の
尾

身
修
さ
ん

（
４
）
は

「
外

国
人
客

に
も

取
り

組
み
を
伝
え

ら
れ

る

」
と
歓
迎

し
て
ぃ
た
。
　

　

　

　

　

　

一

禁
煙
と
な
る
。
東
京
で
は
来
年
、

「

（
た
ば
こ
の
煙
の
な
い
）
ス

モ
ー
ク

フ
リ
ー
」
を
掲
げ
る

五

輸

¨
パ
ラ
リ
ン
ピ

ツ
ク
の
開
催

を
控
え
て
お
り
、
都
は
同
法
よ

一
東
京
都
が
二
〇
二
〇
年
東
京
五
輪

・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ツ
ク
に

向
け
て
制
定
し
た
受
動
喫
煙
防
止
条
例
に
基
づ
き
、
都
内
の

飲
食
店
で
は
禁
煙
や
喫
煙
ヽ
分
煙
の
表
示
が
九
月

一
日
か
ら

義
務
化
と
な
り
ヽ
店
頭
で
の
対
応
が
進
ん
で
い
る
。
中
央
区

日
本
橋
の
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
で
は
三
十

一
日
、
分
類
を
示
す

ス
テ
ッ
カ
ー
ーー
写
真
＝
を
入
リ
ロ
に
張
り
出
し
て
い
た
。　

・

当店は禁煙です !

都内きょうから明示義務化

都
条
例
の
内
容
は
段
階
的
に
進
　
さ
い
お
子
さ
ん
が
い
る
家
族
連
れ

め
ら
れ
て
お
り
、
全
面
施
行
と
な
　
が
来
店
し
や
す
く
な
れ
ば
」
と
期

る
二
〇
年
四
月
に
は
従
業
員
を
雇
　
待
を
込
め
る
。　
　
　

ヽ
　

ヽ

う
飲
食
店
は
店
舗
面
積
に
か
か
わ
　
　
近
く
に
あ
る
商
業
ビ
ル
内
の
飲

ら
ず
屋
内
が
原
則
禁
煙
と
な
り
、　
、

食
店
は
全
面
禁
煙
を
示
す
シ
ー
ル

喫
煙
は
専
用
室
が
あ
る
場
合
し
か
　
を
レ
ジ
脇
に
掲
示
し
た
。
男
性
店

で
き
な
い
。
都
に
よ
る
と
、
従
業
　
長
の
し
は

「た
ば
こ
は
食
事
を
し

員
を
雇
用
し
て
対
象
と
な
る
の
は
　
な
が
ら
で
は
な
く
ヽ
喫
煙
所
で
楽

都
内
の
飲
食
店
の
約
８４
％
に
当
た
　
し
む
も
の
」
と
話
し
た
。

る
約
十
三
万
店
に
上
る
と
い
う
。
　

　

九
月

一
日
か
ら
は
店
頭
で
の
表

三
十

一
日
、
日
本
橋
の
洋
食
店
　
一不
義
務
化
の
ほ
か
ヽ
既
に
敷
地
内

「
レ
ス
ト
ラ
ン
桂
」
は
ラ
ン
チ
タ
　
が
原
則
禁
煙
と
な

っ
て
い
る
幼
稚

イ
ム
の
禁
煙
を
知
ら
せ
る
ス
テ
ツ
　
園
や
保
育
所
、
小
中
高
校
に
つ
い

カ
ー
を
入
り
回
脇
に
張

っ
た
。
店
　
て
、
屋
外
の
喫
煙
場
所
設
置
も
認

主
の
手
塚
清
照
さ
ん
の
こ
は

「小
　
め
ら
れ
な
く
な
る
。 奉‐


